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◎ 市役所職員等をかたり

｢コロナの検査費用として、お金が給付されます｣

「給付金を受取るにはATMでの操作が必要」

◎ 金融機関職員等をかたり

「無利子での融資や貸付を受けるには保証金が必要」

「緊急事態宣言によりお手元のキャッシュカードが使えなくな
るので交換が必要」

新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済

対策や緊急事態宣言に便乗した詐欺の

予兆電話に注意！！

兵 庫 県 警 察

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、政府
において緊急事態宣言がなされ、各種経済対
策等が発表されていますが、これに便乗した
予兆電話が県内で発生しており、今後の増加
が懸念されますので、十分に注意してくださ
い。

関連する予兆電話の例

◎ 市(区)役所、年金事務所、金融機関などが、ＡＴＭの
操作をお願いすることは絶対にありません。

◎ 不審な電話等があった時には、一人で判断せずに、家
族や友人、警察に必ず相談してください。

防犯ポイント！


